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証券コード 4828
2026年５月29日

（電子提供措置の開始日2026年５月26日）
株 主 各 位

東京都千代田区大手町１丁目８番１号

取締役社長 羽 田 雅 一
第47期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第47期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面により議決権を行使すること

ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、３頁のご案内に従っ
て2026年６月18日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご行使下さいますようお願い申し
上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2026年６月19日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区永田町２丁目10番３号

ザ・キャピトルホテル 東急 １階「鳳凰」
3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第47期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連
結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第47期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告
の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
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【電子提供措置に関する事項】
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）

について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに電子提供措置事
項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認下さいますよ
うお願い申し上げます。

当社ウェブサイト
https://www.b-en-g.co.jp/jp/ir/stock_info/soukai.html

また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、当
社ウェブサイトが閲覧できない場合は、以下東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名
（会社名）」に「ビジネスエンジニアリング」または「コード」に当社証券コード「4828」を
入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご確認下さいますようお
願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. ご送付している本書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねており、

法令および当社定款の規定に基づき、次の事項を記載しておりません。なお、会計監査人お
よび監査等委員会は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
・事業報告の「主要な事業内容」、「主要な事業所」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会
社の株式に関する事項」、「責任限定契約の内容の概要」、「役員等賠償責任保険契約の内容
の概要」、「当事業年度における社外役員の主な活動状況」、「会計監査人の状況」、「業務の
適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」

・連結計算書類の「連結貸借対照表」、「連結損益計算書」、「連結株主資本等変動計算書」、
「連結注記表」

・計算書類の「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
・監査報告の「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書」、「会計監査人の監査報告書」、
「監査等委員会の監査報告書」

2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ
せていただきます。

3. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよ
うお願い申し上げます。また、本招集ご通知をご持参下さいますようお願い申し上げます。

4. 株主総会当日の対応につきましてお知らせする事項が生じる場合は、上記当社ウェブサイト
に掲載いたします。
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議決権の事前行使についてのご案内
１ インターネット等による議決権行使

当社指定の議決権行使ウェブサイトにて議案に対する賛否をご入力いただき、行使期限
までにご行使下さい。
（注）1. インターネット等のご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウ

ェブサイト等をご利用いただけない場合があります。
2. 議決権行使ウェブサイト等をご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料

金等）は、株主様のご負担となります。

行使期限 2026年６月18日（木曜日）午後５時30分入力完了分まで 詳細は次頁を
ご参照下さい。

２ 書面による議決権行使
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着す

るようご返送下さい。
議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされた

ものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年６月18日（木曜日）午後５時30分到着分まで

３ 重複して行使された議決権のお取扱い
（1）インターネット等と書面により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等
によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（2）インターネット等によって議決権を複数回数行使された場合は、最後に行われたものを
有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
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議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

｢次へすすむ｣を
クリック

｢ログイン｣をクリック

｢議決権行使コード｣を
入力

インターネット等による議決権行使方法のご案内

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取って下さい。

1

2

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

1

2

3

4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力下
さい。

議決権行使ウェブサイトにアクセスして下さい。

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力下さい。

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力下さい。

※「ＱＲコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
下さい。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031(フリーダイヤル)

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

「スマート行使」での議決権行使は1回に
限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトヘアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
　へ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

操作方法などがご不明な場合は、
右記にお問い合わせ下さい。

機関投資家の皆様へ 株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、
当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。

(受付時間　　　　午前９時～午後９時)

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主還元は配当金の支払いにより行う方針であり、当社を取り巻く事業環境の見

通し、業績見込み、当社の財務体質等を総合的に勘案して決定することとしております。ま
た、累進配当および連結配当性向が中長期的に50％を上回るよう努めることを基本方針と
しております。配当の回数は、中間配当と期末配当の年２回行うことを基本方針としており
ます。
第47期は10期連続で過去最高益を更新いたしました。株主の皆様のご支援にお応えすべ

く、上記方針に基づき、第47期の期末配当は以下のとおりといたしたく存じます。

期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金26円 総額 1,559,965,160円
（3）剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年６月22日

なお、当社は2026年1月1日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式
分割を行っております。株式分割後の株式数を基準に中間配当78円を換算いたしますと、
１株につき金15.6円に相当し、年間配当金は41.6円に相当いたします。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案に

おいて同じ。）８名全員は任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願い
いたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

再任 男性
はね だ まさ かず

羽 田 雅 一
（1965年１月13日生）

1987年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
1999年４月 当社入社
2004年４月 当社MCFrame事業本部長
2006年４月 当社プロダクト事業本部長
2010年６月 当社取締役
2014年６月 当社関西支店担当、中部営業所担当
2015年６月 当社常務取締役
2015年６月 当社新商品企画本部長
2019年６月 当社専務取締役
2020年４月 当社代表取締役
2020年４月 当社取締役社長

現在に至る
（現在当社代表取締役、取締役社長、最高経営責任者（CEO））

150,000株
(30,320株)

【取締役候補者とした理由】
羽田雅一氏は、自社製品に係る事業を中心に当社事業に関する豊富な経験を有し、当社の属する事

業分野に高い見識を有しております。これらを当社の経営に活かせるものと判断し、選任をお願いす
るものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

再任 男性
べつ のう しげ あき

別 納 成 明
（1964年３月26日生）

1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
1999年９月 当社入社
2011年４月 当社ソリューションプロジェクト統括本部副

統括本部長
2013年６月 当社取締役
2013年６月 当社ソリューションプロジェクト統括本部長
2015年６月 当社ソリューション事業本部長
2019年４月 当社業務管理本部長
2019年６月 当社常務取締役
2020年４月 当社経営統括本部長、グローバルビジネス推

進本部担当
2022年６月 当社代表取締役
2022年６月 当社専務取締役
2023年６月 当社アライアンス部担当

現在に至る
（現在当社代表取締役、専務取締役、最高財務責任者（CFO）、
経営統括本部長）

69,000株
(19,485株)

【取締役候補者とした理由】
別納成明氏は、長年に亘り他社製品を主に利用してITサービスを提供する事業に携わるとともに、

2019年４月からはコーポレート部門の担当役員を務めており、幅広い分野における豊富な経験と高い
見識を有しております。これらを当社の経営に活かせるものと判断し、選任をお願いするものであり
ます。

３

再任 男性
なか の あつ し

中 野 敦 士
（1965年３月14日生）

1989年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
1999年４月 当社入社
2009年４月 当社プロダクト事業本部商品開発本部長
2014年４月 当社プロダクト事業本部営業本部長
2015年６月 当社取締役
2015年６月 当社プロダクト事業本部長、関西支店担当、

中部営業所担当
2022年６月 当社常務取締役
2023年４月 当社関西中部統括本部担当
2024年４月 当社ソリューション事業本部長

現在に至る
（現在当社常務取締役、最高技術責任者（CTO）、ソリューシ
ョン事業本部長）

124,400株
(12,995株)

【取締役候補者とした理由】
中野敦士氏は、長年に亘り自社製品に係る事業に携わり、当社の属する事業分野に精通しておりま
す。これらの実績と見識を当社の経営に活かせるものと判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

４

再任 男性
さ とう ゆう すけ

佐 藤 雄 祐
（1967年10月６日生）

1993年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
2000年７月 当社入社
2006年４月 当社経営企画本部企画部長
2015年４月 当社経営企画本部副本部長
2016年４月 当社ソリューション事業本部第２営業本部長
2019年４月 当社ソリューション事業本部長
2019年６月 当社取締役
2024年４月 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本

部担当
2024年６月 当社常務取締役
2025年10月 当社ビジネス戦略本部担当、関西統括本部担

当
現在に至る

（現在当社常務取締役、プロダクト事業本部長、ビジネス戦略
本部担当、関西統括本部担当）

30,100株
(11,420株)

【取締役候補者とした理由】
佐藤雄祐氏は、長年に亘り、他社製品を主に利用してITサービスを提供する事業および経営企画に携

わり、当社の属する事業分野に精通しております。これらの実績と見識を当社の経営に活かせるもの
と判断し、選任をお願いするものであります。

５

再任 男性
いり まじり とし ゆき

入 交 俊 行
（1968年５月28日生）

1993年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
2000年４月 当社入社
2010年４月 当社プロダクト事業本部営業本部長
2013年４月 当社プロダクト事業本部マーケティング本部

長
2015年６月 当社新商品企画本部副本部長
2016年10月 当社新商品開発本部マーケティング企画本部

長
2019年４月 当社新商品開発本部副本部長
2021年４月 当社プロダクト事業本部副事業本部長、プロ

ダクト事業本部商品開発本部長
2023年６月 当社取締役
2024年４月 当社グローバルビジネス推進本部担当

現在に至る
（現在当社取締役、プロダクト事業本部副事業本部長、グロー
バルビジネス推進本部担当）

25,000株
(8,665株)

【取締役候補者とした理由】
入交俊行氏は、長年に亘り自社製品に係る事業に携わり、当社の属する事業分野に精通しておりま
す。これらの実績と見識を当社の経営に活かせるものと判断し、選任をお願いするものであります。

2026年05月14日 16時57分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主総会参考書類

― 9 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

６

再任 女性
みや ざわ ゆ み こ

宮 澤 由 美 子
（1969年11月13日生）

1992年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
2000年１月 当社入社
2014年４月 当社ソリューションプロジェクト統括本部

b-ridge事業部長
2015年４月 当社ソリューション事業本部b-ridge本部長
2016年10月 当社新商品開発本部マーケティング企画本部

副本部長
2018年４月 当社ソリューション事業本部第１営業本部長
2019年４月 当社ソリューション事業本部副事業本部長
2023年６月 当社取締役
2024年４月 当社マーケティング企画本部担当
2026年 4 月 当社ビジネスイノベーション本部担当

現在に至る
（現在当社取締役、ソリューション事業本部副事業本部長、ビ
ジネスイノベーション本部担当）

194,000株
(8,665株)

【取締役候補者とした理由】
宮澤由美子氏は、長年に亘り他社製品を主に利用してITサービスを提供する事業に携わり、当社の属
する事業分野に精通しております。これらの実績と見識を当社の経営に活かせるものと判断し、選任
をお願いするものであります。

７

再任 男性
し みず ひろし

清 水 弘
（1961年３月29日生）
社外取締役候補者
独立役員候補者

1984年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社（1990
年９月退社）

1990年10月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
入社

2003年１月 同社ディレクター
2010年４月 日本工業大学大学院技術経営研究科教授
2011年６月 当社社外取締役
2015年４月 アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

シニア・アドバイザー
現在に至る

（現在当社社外取締役）
重要な兼職の状況
日本工業大学大学院技術経営研究科教授

47,900株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
清水弘氏は、当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサルティング業務の豊富な
経験と事業戦略に関する高い見識を有しております。これらを活かした、当社経営に対する中長期的
かつ幅広い視点による助言や適切な監督等が期待できることから、選任をお願いするものであります。

2026年05月14日 16時57分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



株主総会参考書類

― 10 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

８

再任 男性
きた むら まさ ひと

北 村 正 仁
（1959年１月３日生）
社外取締役候補者
独立役員候補者

1982年４月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス
株式会社）入社

1999年10月 オリンパス・シンガポール勤務
2001年10月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス

株式会社）産業情報部長
2003年４月 同社IT戦略室長
2006年４月 同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
2009年７月 同社IT統括本部長
2012年４月 同社執行役員Chief Compliance Officer
2016年４月 同社執行役員CSR本部長
2018年10月 同社執行役員Chief Information Security Officer
2019年４月 同社執行役員Vice President, Chief Information

Security Officer（2021年３月退任）
2022年３月 サイバネットシステム株式会社社外取締役
2022年４月 関西国際大学経営学部教授
2023年６月 当社社外取締役

現在に至る
（現在当社社外取締役）
重要な兼職の状況
関西国際大学経営学部教授

1,700株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
北村正仁氏は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加
え、グローバル体制構築の経験も有しております。これらを活かした、当社経営に対する中長期的か
つ幅広い視点による助言や適切な監督等が期待できることから、選任をお願いするものであります。

（注）1. 当社と各候補者との間には、特別の利害関係はありません。
2. 宮澤由美子氏の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
3. 所有する当社の株式数のうち、括弧内の数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式

数（2026年３月31日現在）を外数で記載したものです。
4. 清水弘氏および北村正仁氏は、社外取締役候補者であります。当社は、東京証券取引所に対し、両氏

を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が選任された場合、引き続き独立役員
とする予定であります。

5. 当社社外取締役の就任期間は、本株主総会の終結の時をもって清水弘氏は15年、北村正仁氏は３年と
なります。

6. 当社は、会社法第427条第１項に基づき、清水弘および北村正仁の各氏との間で会社法第423条第１
項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定
める最低責任限度額であります。両氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。

7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。ただし、法令に違反するこ
とを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当
該保険契約の被保険者は当社ならびに子会社の取締役（監査等委員を含む）、監査役、執行役員およ
び管理職従業員であり、各取締役候補者は当該保険契約の被保険者であります。また、保険料は当社
が全額負担しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
本株主総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員は任期満了となりま

す。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

1

再任 女性
み よし たか こ

三 好 貴 子
（1975年12月９日生）
社外取締役候補者
独立役員候補者

2001年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
2003年４月 第一東京弁護士会消費者問題対策委員会委員
2008年６月 第一東京弁護士会総合法律研究所知的所有権

法研究部会委員
2010年７月 第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員
2011年１月 岡村綜合法律事務所パートナー
2017年４月 第一東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会

委員
2017年４月 東京地裁・東京三会民事訴訟の運営に関する

懇談会委員
2023年６月 東洋エンジニアリング株式会社社外監査役
2023年７月 日本弁護士連合会裁判迅速化法問題対策委員

会委員
2024年６月 当社社外取締役(監査等委員)

現在に至る
（現在当社社外取締役(監査等委員)）

重要な兼職の状況
岡村綜合法律事務所パートナー
東洋エンジニアリング株式会社社外監査役

900株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
三好貴子氏は、弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しております。

これらを活かした、当社経営に対する中立的および客観的な立場での助言や適切な監督・監査等が期
待できることから、選任をお願いするものであります。同氏は社外取締役または社外監査役となるこ
と以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として
の職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

２

新任 男性
あか い ひと し

赤 井 一 志
（1964年４月16日生）
社外取締役候補者
独立役員候補者

1987年４月 株式会社ロッテ入社
2009年 1 月 同社経理部部長
2009年 1 月 株式会社ロッテホールディングス経理部経理

担当部長
2012年 3 月 株式会社ロッテ執行役員
2015年 1月 同社上席執行役員
2016年 6 月 同社取締役上席執行役員
2017年 6 月 同社取締役常務執行役員
2024年 4 月 同社顧問

現在に至る

重要な兼職の状況
株式会社ロッテ顧問

―株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
赤井一志氏は、ロッテグループにおける、経営管理や財務・会計に関する豊富な経験と高い見識を

有しております。これらを活かした、当社経営に対する中長期的かつ幅広い視点による助言や適切な
監督・監査等が期待できることから、選任をお願いするものであります。

３

再任 男性
おお つか ひろ ふみ

大 塚 博 文
（1961年５月27日生）

1986年４月 東洋エンジニアリング株式会社入社
1999年４月 当社入社
2005年11月 当社関西支店長
2012年１月 畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司総

経理
2012年４月 畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司董

事長
2015年６月 当社プロダクト事業本部副事業本部長、プロ

ダクト事業本部マーケティング本部長
2018年４月 当社ソリューション事業本部副事業本部長、

ソリューション事業本部SCMソリューション
第１本部長

2020年６月 当社取締役（常勤監査等委員）
現在に至る

（現在当社取締役（常勤監査等委員））

101,500株

【取締役候補者とした理由】
大塚博文氏は、当社における幅広い事業分野に精通し、また、海外子会社の経営に携わった豊富な

経験を有しております。これらを当社経営の監督・監査に活かせるものと判断し、選任をお願いする
ものであります。

（注）1. 当社と各候補者との間には、特別の利害関係はありません。
2. 三好貴子氏の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
3. 三好貴子氏および赤井一志氏は、社外取締役候補者であります。当社は、東京証券取引所に対し、三

好貴子氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き
独立役員とする予定であります。また、赤井一志氏が選任された場合、当社は同様に同氏を独立役員
として届け出る予定であります。
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4. 三好貴子氏の当社社外取締役(監査等委員)の就任期間は、本株主総会の終結の時をもって２年となり
ます。

5. 当社は、会社法第427条第１項に基づき、三好貴子氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度
額であります。同氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。また、赤井一志氏が選
任された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

6. 当社は、当社の取締役（監査等委員を含む）を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する
役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各監査等委員である取締役候補者は当該
保険契約の被保険者であります。当該保険契約の概要は、本招集ご通知10頁（注７.）に記載のとお
りであります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の監

査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役

会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。また、本議案につきま
しては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

男性
きた むら まさ ひと

北 村 正 仁
（1959年１月３日生）
社外取締役候補者
独立役員候補者

1982年４月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会
社）入社

1999年10月 オリンパス・シンガポール勤務
2001年10月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会

社）産業情報部長
2003年４月 同社IT戦略室長
2006年４月 同社IT改革推進部長、IT基盤技術部長
2009年７月 同社IT統括本部長
2012年４月 同社執行役員Chief Compliance Officer
2016年４月 同社執行役員CSR本部長
2018年10月 同社執行役員Chief Information Security Officer
2019年４月 同社執行役員Vice President, Chief Information

Security Officer（2021年３月退任）
2022年３月 サイバネットシステム株式会社社外取締役
2022年４月 関西国際大学経営学部教授
2023年６月 当社社外取締役

現在に至る
（現在当社社外取締役）
重要な兼職の状況
関西国際大学経営学部教授

1,700株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
北村正仁氏は、オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な経験と高い見識に加え、グ

ローバル体制構築の経験も有しております。これらを活かした、当社経営に対する中長期的かつ幅広い視点に
よる助言や適切な監督・監査等が期待できることから、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、第２号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）

に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合、当該取締役を辞
任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
（注）1. 当社と候補者との間には、特別の利害関係はありません。

2. 北村正仁氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。当社は、東京証券取引所に対
し、同氏を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が監査等委員である取締役に
就任した場合にも、独立役員とする予定であります。
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3. 北村正仁氏の当社社外取締役の就任期間は、本株主総会の終結の時をもって３年となります。
4. 北村正仁氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、新たに会社法第427条第１項に基づ

き、同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

5. 北村正仁氏が監査等委員である取締役に就任した場合、会社法第430条の３第１項に規定する役員等
賠償責任保険契約の被保険者に含まれます。当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知10頁（注
7.）に記載のとおりであります。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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ご参考 役員候補者の選定に関する方針とスキル・マトリックス

＜取締役会の構成に関する考え方＞
業務執行取締役および非業務執行取締役（監査等委員である取締役および社外取締役等。以

下同じ。）がそれぞれの職責を果たすうえで必要な、当社事業への精通（事業領域に係る国際
的な知見を含む）、経営に関する豊富な知見、高度な専門性等の資質が、取締役会の適正規模
や多様な視点・価値観の確保も踏まえて取締役会にバランスよく構成されるように留意してお
ります。また、実効性の高い監督機能を備えるため、３分の１以上を社外取締役とする方針で
す。

＜取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選定方針・手続き＞
取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む）の指名や、代表取締役および役付取

締役の選定・解職のプロセスの透明性を確保することを目的として、独立社外取締役が過半数
を構成し、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置しております。
業務執行取締役および非業務執行取締役の候補者の選定にあたっては、当社の事業・規模・

体制を踏まえて取締役会全体のバランスも勘案しながら、指名諮問委員会の答申を受けて取締
役会で決定しております。

＜取締役の経験・専門性（スキル・マトリックス）（本総会において各候補者が選任された場合）＞

区 分 氏 名 性別 社外取締役
／独立役員 企業経営 IT・技術 グローバル 財務・会計 リスクマネジメント

・法務

取 締 役

羽 田 雅 一 男性 ○ ○ ○
別 納 成 明 男性 ○ ○ ○
中 野 敦 士 男性 ○ ○
佐 藤 雄 祐 男性 ○ ○
入 交 俊 行 男性 ○ ○
宮 澤 由美子 女性 ○ ○
清 水 弘 男性 社外／独立 ○ ○ ○
北 村 正 仁 男性 社外／独立 ○ ○ ○

取 締 役
（監査等委員）

三 好 貴 子 女性 社外／独立 ○
赤 井 一 志 男性 社外／独立 ○ ○ ○
大 塚 博 文 男性 ○ ○ ○

※各人の有する経験・専門性のうち最大３つに〇印をつけております。
以 上
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第47期 事 業 報 告
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に弱めの動きがみられたものの、企業収益は
全体としては高水準を維持しており、業況感は良好な水準を維持するもとで、景気は緩やか
に回復しています。
情報サービス産業におきましては、顧客のデジタル変革（DX）に対する投資意欲は底堅

く、製造業の情報化投資は堅調に推移しました。
このような経営環境において、当社グループは、2026年度を最終年度とする６ヵ年の経

営計画「経営Vision 2026 改訂版」ならびに2030年度に目指す姿および目標である成長
戦略「BE 2030」のもと、主要顧客である製造業のビジネス環境の変化に、当社グループ
の強みを活かした製品・サービスで支援すべく、製造業のDX推進やグローバル展開等の経
営課題解決に取り組むとともに、サステナビリティへの貢献にも取り組んでおります。

当連結会計年度の主な取組みは次のとおりです。
・製造業特有の業務プロセスに対する知見を軸に、ERPと拡張ソリューションを統合し製
造業DX化を推進しました。

・自社開発製品の機能強化と有力パートナーとの連携推進により、ソリューションポート
フォリオの拡充と製造業のデジタル化を指向する「ものづくりデジタライゼーション」
の推進に取り組み、提供ソリューションの高付加価値化に努めました。

・自社開発ERPパッケージ「mcframe」シリーズ製品の機能強化・拡充に努めました。特
に「mcframe」のSaaS型製品の開発、販売および導入プロジェクトの遂行に取り組み
ました。また、AIを使った自社製品の機能強化を実施したほか、自社製品のAIエージェ
ント化に着手しました。

・製造実行管理システムをはじめとしたソリューションの提供力向上のため、東海ソフト
株式会社に追加出資しました。また、製薬業界向けの製造実行管理システムを提供する
BatchLine社に資本参加し、グローバル市場における医薬品製造業のDXに向けて、製
造記録電子化ソリューションの提供体制を強化しました。

・製造業のビジネスモデル変革や革新的なサービスの開発を支援するために、システム導
入後に蓄積されるデータの価値を最大化するビジネスやユーザー共創型ビジネスを推進
しました。

・現場作業者のためのDXブランド「orishia」を発表し、現場作業のためのVR教材を自作
できるシステムの開発・販売や、現場の動画教材を作成・配信・分析できるクラウドプ
ラットフォームの開発に取り組みました。

・海外においては、現地の受注活動や開発体制の強化を図るべく、東京本社と現地法人・
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現地パートナーとの一体的な顧客支援体制を一層拡充しました。また、従来の顧客の海
外拠点のIT化に加え、日本本社と海外拠点の連携を可能とするクラウドを活用したシス
テム・サービスの提供を強化いたしました。

・人材こそが当社グループの競争力の源泉であるという認識のもと、人材を資本として捉
え、その価値を最大限に引き出すことで中長期的な企業価値向上を図るため、人材採
用、人材育成・定着、エンゲージメント向上、働き方改革およびダイバーシティ、エク
イティ＆インクルージョン等による人的資本経営の推進に取り組みました。また、従業
員向け株式インセンティブ・プラン（RS信託）を導入し、従業員の中長期的な企業価値
向上への意識を高めるとともに、エンゲージメント向上およびリテンション強化に取り
組みました。

・顧客の社会課題解決に寄与するデジタル化支援や製品・サービスの提供に努めたほか、
人権デューデリジェンスの実施・公表など、グループ全体のサステナビリティ推進に取
り組みました。特に環境面においては、気候変動イニシアティブへの参加や情報開示の
拡充に注力した結果、国際的NGO団体CDPによる2025年評価の「気候変動」分野に
おいて「B」スコアを獲得しました。

・中長期的な成長と企業価値の向上を目指し、主に製品開発、人材・人的資本、技術力・
体制の強化、これら三つの領域に対し重点的に投資を行いました。

当連結会計年度の業績につきましては、受注・売上・利益ともに過去最高を連続更新いた
しました。
受注高および売上高につきましては、堅調な情報化投資のもとで、受注高24,585百万円

（前期比13.3％増）、売上高24,442百万円（前期比17.6％増）となり、ともに４期連続で過
去最高を更新いたしました。また、ライセンス販売が好調に推移し、mcframeライセンス
売上高は6,184百万円（前期比20.8％増）となり、過去最高を連続更新いたしました。利益
面につきましては、ソリューション事業における売上高増加による利益増およびプロジェク
トの採算性が向上したことやプロダクト事業のライセンス販売が伸長したことなどから、営
業利益6,411百万円（前期比37.1％増）、経常利益6,435百万円（前期比37.5％増）、第１
四半期において特別利益として投資有価証券売却益を計上したことおよび税の優遇措置等に
より、親会社株主に帰属する当期純利益4,890百万円（前期比46.8％増）となり、各々10
期連続で過去最高益を更新いたしました。
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セグメント別の業績は次のとおりです。

① ソリューション事業
他社開発ERPパッケージ製品をベースとしたコンサルティング、システム構築等を主に

行う事業です。
・製造業の旺盛な需要に応えて、新規顧客への積極的な提案活動を展開するとともに、
既存顧客に対しても深い信頼関係の下で中長期的な視点の提案にも注力しました。こ
のような活動により受注・売上ともに拡大しました。

・欧州拠点のITコンサルティング企業とパートナーシップを構築し、顧客のグローバル
展開に対する支援体制を強化しました。

・ERPシステム、製造実行管理システム、データ分析・サプライチェーンの計画を行う
システムおよびクラウドベースのソリューションの提供に注力いたしました。

・当事業が強みを持つ付加価値の高い領域に注力するとともに、プロジェクト採算性向
上に努めました。

当セグメントの受注高は15,337百万円（前期比12.6％増）、売上高は15,582百万円
（前期比18.5％増）、セグメント利益は4,751百万円（前期比30.7％増）となりました。

② プロダクト事業
自社開発ERPパッケージ「mcframe」シリーズ製品をビジネスパートナーを通じて販売

するとともに、同製品をベースとしたコンサルティング、システム構築等を行う事業で
す。
・主力製品「mcframe 7」の機能強化をはじめとして、顧客のグローバルビジネス展
開やデジタル化推進に寄与する機能の強化に取り組みました。SaaS型製品
「mcframe X」の開発、販売および導入プロジェクトの遂行に取り組んだほか、クラ
ウド型国際会計&ERPサービス「GLASIAOUS」にAI-OCR機能を実装するなど、自社
製品ブランドの訴求力向上に注力いたしました。

・多数のイベント・セミナーを開催し、積極的な販売促進活動を展開いたしました。
・長期的にビジネスパートナーおよびエンジニアリングパートナーの拡大と関係強化に
取り組んできたことが新規顧客・案件の獲得につながりました。また、主力製品の
「mcframe 7」およびその周辺ソリューションの販売が増加したことで、ライセンス
販売は伸長しました。

当セグメントの受注高は8,765百万円（前期比16.1％増）、売上高は8,408百万円（前
期比18.7％増）、セグメント利益は3,205百万円（前期比21.6％増）となりました。
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③ システムサポート事業
顧客に導入したシステムの運用・保守を主に、これらを通じた提案・追加開発等を行う

事業であり、子会社のビジネスシステムサービス株式会社が展開しています。
・顧客システムのライフサイクルサポートの充実に取り組みました。
・安定した収益・利益の基盤構築を目指し、新規顧客・案件の拡大に努めるとともに、
サービス品質および生産性の向上に注力し、採算性が向上いたしました。

当セグメントの受注高は481百万円（前期比6.4％減）、売上高は451百万円（前期比
16.7％減）、セグメント利益は508百万円（前期比1.8％増）となりました。
※ ERP（Enterprise Resource Planning）は統合基幹業務であります。

［セグメント別受注および売上の状況］ （単位：千円）
区 分 期 首 繰 越 高 当 期 受 注 高 当 期 売 上 高 次 期 繰 越 高

ソリューション事業 4,660,671 15,337,978 15,582,335 4,416,315
プ ロ ダ ク ト 事 業 2,611,396 8,765,211 8,408,679 2,967,928
システムサポート事業 108,775 481,955 451,706 139,024
合 計 7,380,844 24,585,145 24,442,721 7,523,268

（注）当社グループは2025年４月１日付で組織改正を行っており、ソリューション事業とプロダクト事業の間
で相互に一部案件の移管を行っております。期首繰越高については、当該組織改正を遡って適用した後の
数値を記載しております。
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（2）設備投資等の状況
当連結会計年度における設備投資総額は1,172百万円であり、その主なものはソフトウェ

ア開発関連投資であります。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、社債の発行や増資等による特別の資金調達はありませ

ん。

（4）対処すべき課題
① 経営環境と中長期的な当社グループの経営戦略

当社グループは、主要顧客である製造業のビジネス環境の変化に対し、当社グループの
強みを活かした製品・サービスで製造業を支援すべく、経営計画「経営Vision 2026 改
訂版」の「４つの柱」の戦略に取り組んで参ります。
＜顧客のビジネス環境の変化＞
１．デジタル・トランスフォーメーション

「2025年の崖」、COVID‐19の影響に対応する術としてのデジタル・トランスフ
ォーメーションが今後もさらに加速。

２．製造業のビジネスモデル変革
大量生産・大量消費の時代の終焉とともに社会の価値観がシフトするなかで、製造

業のビジネスモデル変革が進行。
３．グローバリゼーション

世界経済の多極化と日本市場の縮小に伴い、海外移転が進行。COVID‐19の影響
により、グローバルサプライチェーンに対するニーズが変化。

４．持続可能な社会の実現（サステナビリティ）
持続可能な社会の実現に向けて、地球環境への負担を減らし、社会課題の解決に向

けた取り組みが企業に求められる。
＜B-EN-Gの強みとリソース＞
・製造業のIT支援の実績
20年以上にわたり、製造業のIT化を支援してきた実績。（※１）

・自社プロダクトの製品企画・開発力
技術力とノウハウを活かし、高い評価を得られる自社製品の開発力。

・顧客との信頼関係
20年の間に積み上げてきた信頼に基づく顧客との強固な関係と課題解決力。

・グローバル展開の実績
世界25か国での展開実績をベースとした豊富な経験とノウハウを活かし、グローバ
ル展開を支援。

※１ 当社が事業を開始した1999年４月以前より、当社の前身である東洋エンジニア
リング株式会社の工場システム化支援事業からの30年以上の実績を有する。
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＜４つの柱＞
１．「ものづくりデジタライゼーション」（※２）の拡大

「ものづくりデジタライゼーション」による業務効率化のためのDXを推進し、製
品・サービスの最適な提供を図る。

２．「変革のためのDX」の推進
顧客のビジネスモデル変革を支援するとともに、新しい形のビジネス創出により自

社のビジネス変革を図る。
３．グローバル支援の強化

日系製造業のグローバル展開を継続的に強化し、ビジネス拡大を図る。
４．サステナビリティへの貢献

当社の強みを活かした社会課題解決への取り組みを通じて、持続可能な社会の実現
に貢献する。

※２ 「ものづくり」に関わる業務のデジタル化によって効率化を実現し、ビジネスの
変革につなげること。
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② 対処すべき課題
今後のわが国経済は中東情勢の影響で先行き不透明な状況にあるものの、製造業の戦略

的な情報化投資意欲は高いと見込まれております。
このような状況において、経営計画「経営Vision 2026 改訂版」および成長戦略「BE

2030」を推進し、事業機会の創出と取扱い商材・サービスの拡充に取り組むとともに、
持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、次に取り組んで参ります。
・システムインテグレーションの品質・生産性の向上と採算確保、不採算案件の抑制。
・顧客との関係深化、顧客ニーズを捉えた提案力・課題解決力の強化、顧客との共創ビ
ジネス推進、有力パートナーとの連携強化、ビジネスパートナーとの関係強化。

・製品のAIエージェント化および製品へのAI機能の実装、AIを活用した製品・システム
の開発、AIによる業務プロセスの効率化。

・顧客の利用形態（所有型・利用型）ニーズに対する柔軟性向上。オンプレミス型・
SaaS型のデュアル提供体制を前提とした、製品・サービスの拡充。

・製造業のサステナビリティを支える、サーキュラーエコノミーの実現をはじめとした
社会課題解決に貢献する製品・サービスの拡充。

・人材採用、人材育成・定着、エンゲージメント向上、働き方改革およびダイバーシテ
ィ、エクイティ＆インクルージョン等による人的資本経営の推進。

・サステナビリティ活動およびマテリアリティへの取組み推進、コーポレート・ガバナ
ンスの継続的な改善、情報セキュリティ対策の強化、事業継続活動の強化。
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（5）財産および損益の状況の推移

区 分
第44期

2022年４月１日から
2023年３月31日まで

第45期
2023年４月１日から
2024年３月31日まで

第46期
2024年４月１日から
2025年３月31日まで

第47期
2025年４月１日から
2026年３月31日まで

受 注 高(千円) 19,216,492 19,955,585 21,690,000 24,585,145

売 上 高(千円) 18,506,410 19,493,075 20,776,900 24,442,721

経 常 利 益(千円) 3,250,342 3,877,404 4,679,914 6,435,392

親会社株主に帰属
する当期純利益(千円) 2,328,244 2,625,796 3,330,791 4,890,788

１株当たり当期純利益(円) 38.80 43.82 55.63 81.78

総 資 産(千円) 13,408,665 15,718,321 18,451,536 21,526,134

純 資 産(千円) 9,287,242 10,950,415 13,384,526 16,071,360

（注）1. １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数に基づき算出しております。
2. １株当たり当期純利益の算定上控除した自己株式数には、第45期から第47期は役員向け株式交付信

託が保有する当社株式、第47期は従業員向けRS信託が保有する当社株式を含めております。
3. 当社は、2022年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また、

2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。第44期の期首に
これらの株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

4. 第46期の期首より「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022
年10月28日）等を適用しており、第45期については、当該会計基準等を遡って適用した後の金額を
記載しております。

（6）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％

ビジネスシステムサービス株式会社 50,000 100.00 システム運用・保守サービス
千米ドル ％

Business Engineering America, Inc. 1,000 100.00 自社製品のライセンス販売
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2. 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
取 締 役 社 長 羽 田 雅 一 最高経営責任者（CEO）
代 表 取 締 役
専 務 取 締 役 別 納 成 明 最高財務責任者（CFO）、経営統括本部長
常 務 取 締 役 中 野 敦 士 最高技術責任者（CTO）、ソリューション事業本部長
常 務 取 締 役 佐 藤 雄 祐 プロダクト事業本部長、ビジネス戦略本部担当、関西統括本部担当

取 締 役 入 交 俊 行 プロダクト事業本部副事業本部長、プロダクト事業本部商品開発本部
長、グローバルビジネス推進本部担当

取 締 役 宮 澤 由美子 ソリューション事業本部副事業本部長、マーケティング企画本部担当
取 締 役 清 水 弘 日本工業大学大学院技術経営研究科教授
取 締 役 北 村 正 仁 関西国際大学経営学部教授
取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 志 水 直 樹 ウイズ・コンサルティング株式会社代表取締役
取 締 役
( 監 査 等 委 員 ) 三 好 貴 子 岡村綜合法律事務所パートナー

東洋エンジニアリング株式会社社外監査役
取 締 役
(常勤監査等委員) 大 塚 博 文

（注）1. 取締役宮澤由美子氏の戸籍上の氏名は、内津由美子であります。
2. 取締役（監査等委員）三好貴子氏の戸籍上の氏名は、中野貴子であります。
3. 取締役清水弘氏、取締役北村正仁氏、取締役（監査等委員）志水直樹氏および取締役（監査等委員）

三好貴子氏は、社外取締役であります。当社は、社外取締役全員を東京証券取引所に対し、同取引所
の定めに基づく独立役員として届け出ております。

4. 取締役（監査等委員）志水直樹氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）および事業会
社における財務・会計の豊富な経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもので
あります。

5. 当社は、取締役（監査等委員を除く）および使用人等からの情報収集、重要な社内会議における情報
共有ならびに内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査
等委員を選定しております。

6. 当社は、社外取締役の重要な兼職先である関西国際大学およびウイズ・コンサルティング株式会社と
の間に、重要な取引その他の関係はありません。当期において日本工業大学と社員研修に関する取引
がありますが、取引額は当社の連結売上高の0.01%未満と僅少であります。岡村綜合法律事務所と顧
問契約を締結し、法律上の助言を受けておりますが、当期の取引額は当社の連結売上高の0.02%未満
と僅少であり、同事務所の年間収入においてもその割合は低い状況にあります。当期において東洋エ
ンジニアリング株式会社とシステム運用・保守等の取引がありますが、取引額は当社の連結売上高の
2.1%未満であり、市場価格等に基づいて価格交渉し、一般取引先と同様に決定しております。
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（2）当事業年度に係る取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア．取締役の報酬等に関する基本方針

取締役の報酬等は、求められる役割と職責に相応しい水準とし、中長期的な業績と株
主価値が常勤取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下本方針に
おいて同じ。）の報酬等に反映される仕組みとすることを基本方針とする。
取締役の報酬制度および報酬等の決定プロセスの透明性を確保することを目的とし

て、過半数の社外取締役で構成し、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会を設置
し、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針をはじめ、取締役の報酬等に関
する事項は、同委員会の協議を経た答申を受け、取締役会で決定する。

イ．常勤取締役の報酬等
常勤取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬（年額）、賞与および株式報酬（非

金銭報酬）で構成する。基本報酬は役位、職責、業績への貢献度等を総合的に勘案し、
賞与は事業年度の連結業績等を勘案し、株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲
内で、取締役会の決議により支給する。株式報酬は役位等に応じたものとし、株主総会
で決議された株式報酬制度に係る限度額の範囲内で、取締役会で定める規程に基づき支
給する。
ａ．基本報酬（年額）について

前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会に報告される常勤取締役の個人業績等
を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別基本報酬を起案する。本案を報酬諮問委員会で
協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中毎月支給する。

ｂ．賞与について
前事業年度の連結業績を踏まえた賞与総額を社長が起案し、取締役会で決定する。

常勤取締役の個人別賞与額については、前事業年度の連結業績への貢献度と取締役会
に報告される常勤取締役の個人業績等を踏まえ、社長が常勤取締役の個人別賞与を起
案する。本案を報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、
原則として株主総会の翌月に一括支給する。

ｃ．株式報酬（非金銭報酬）について
株式報酬は、株式交付信託を用いた制度とし、常勤取締役の報酬等と当社の株式価

値との連動性をより明確にし、常勤取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と
共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ
とを目的とする。取締役会で定める「株式交付規程」に基づき、各常勤取締役に対
し、ポイント付与日に役位等に応じてポイントを付与し、累積したポイント数に相当
する当社株式を、信託を通じて交付する。なお、当社株式を交付する時期は、原則と
して常勤取締役の退任時であり、そのうちの一定割合を納税資金に充当する目的で金
銭に換価して支給することがある。
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ウ．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。）の報酬等
社外取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主総会で決議さ

れた取締役報酬限度額の範囲内で、社長が社外取締役の個人別基本報酬を起案する。本
案を報酬諮問委員会において協議し、その答申内容を踏まえ取締役会で決定し、任期中
毎月支給する。

エ．監査等委員の報酬等
監査等委員である取締役の報酬等は、職務内容を踏まえた基本報酬のみであり、株主

総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別
基本報酬を定め、任期中毎月支給する。

＜取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うも
のであると取締役会が判断した理由＞
株主総会で決議された取締役報酬限度額の範囲内で、報酬等の決定プロセスの透明性

を確保することを目的とした報酬諮問委員会で協議し、その答申内容を踏まえ取締役会
で決定したことから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
また、当事業年度に係る株式報酬については、「株式交付規程」に基づき、ポイント

が付与されており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、2016年６月22日開催の第

37期定時株主総会において、年額３億６千万円以内（うち社外取締役６千万円以内）と
決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除
く）の員数は８名（うち社外取締役２名）です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年６月22日開催の第37期定時株主総

会において、年額６千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査
等委員である取締役の員数は３名です。
また、上記とは別枠で、2023年６月23日開催の第44期定時株主総会において、取締

役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬制度を導入して
おります。対象期間３事業年度における当社株式の取得資金として合計金１億17百万円
を上限とする金銭を報酬等として拠出し、付与するポイントの総数は１事業年度あたり
21,000ポイント（１ポイントにつき１株。ただし、当社株式について、株式分割・株式
併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じ
た場合には、１ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整
される。）を上限に決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締
役および監査等委員である取締役を除く）の員数は６名です。
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③ 取締役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

(固定報酬) 賞与 業績連動
報酬等 株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役)

196,705
(13,200)

123,416
(13,200)

51,800
(―) ― 21,489

(―)
8
(2)

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役)

31,472
(13,200)

31,472
(13,200) ― ― ― 3

(2)
（注）1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりま

せん。
2．上記の株式報酬の額は、株式交付信託に係る当事業年度の費用計上額を記載しております。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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株主総会会場のご案内

東京都千代田区永田町２丁目10番３号
ザ・キャピトルホテル 東急 １階「鳳凰」
電話 03−3503−0109

＜交通のご案内＞
※東京メトロ千代田線
「国会議事堂前駅」
６番出口地下直結

※東京メトロ丸ノ内線
「国会議事堂前駅」
千代田線ホーム経由（435m)
６番出口地下直結

※東京メトロ南北線
「溜池山王駅」
６番出口地下直結

※東京メトロ銀座線
「溜池山王駅」
南北線ホーム経由（220m）
６番出口地下直結
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電子提供措置の開始日2026年５月26日

第47期定時株主総会
その他の電子提供措置事項

（交付書面に記載しない事項）

◆事業報告
・主要な事業内容
・主要な事業所
・従業員の状況
・主要な借入先
・会社の株式に関する事項
・責任限定契約の内容の概要
・役員等賠償責任保険契約の内
容の概要

・当事業年度における社外役員
の主な活動状況

・会計監査人の状況
・業務の適正を確保するための
体制および当該体制の運用状
況

◆連結計算書類
・連結貸借対照表
・連結損益計算書
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

◆計算書類
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

◆監査報告
・連結計算書類に係る会計監査
人の監査報告書

・会計監査人の監査報告書
・監査等委員会の監査報告書

ビジネスエンジニアリング株式会社
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主要な事業内容（2026年３月31日現在）
当社グループは、以下を主要な事業としております。

① ソリューション事業
他社が開発したERPパッケージ製品を主に利用し、企業の情報システムを設計、開発、導

入するサービスを提供する事業です。
② プロダクト事業

当社が開発したERPパッケージ製品をパートナー企業を通じて販売するとともに、同製品
を利用して企業の情報システムを設計、開発、導入するサービスを提供する事業です。

③ システムサポート事業
基幹業務システムを導入した企業に対して、システムの運用・保守をはじめとする支援サ

ービスを提供する事業です。

主要な事業所（2026年３月31日現在）
本 社 ( 本 店 ) 東京都千代田区大手町１丁目８番１号
支 店 関西支店（大阪府大阪市）
子 会 社 ビジネスシステムサービス株式会社

本社（東京都千代田区）、関西支店（大阪府大阪市）
秋田支店（秋田県秋田市）

Business Engineering America, Inc.
本社（米国イリノイ州）

従業員の状況（2026年３月31日現在）
区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 252 名 7名増
プ ロ ダ ク ト 事 業 238 10名増
シ ス テ ム サ ポ ー ト 事 業 164 3名増
全 社 （共 通） 94 9名増

合 計 748 29名増

主要な借入先（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100,000 千円
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会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 240,000,000株
（2）発行済株式の総数 60,000,000株（自己株式1,340株を含む）
（3）株 主 数 9,070名（前期末比262名増）
（4）大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

株 式 会 社 図 研 12,600,000 21.00

三 谷 産 業 株 式 会 社 6,870,000 11.45

ウ イ ン グ ア ー ク １ ｓ ｔ 株 式 会 社 4,800,000 8.00

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 3,600,000 6.00

キ ヤ ノ ン Ｉ Ｔ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 3,600,000 6.00

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,355,000 5.59

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５０３８ 1,003,000 1.67

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 884,000 1.47

キ ッ セ イ コ ム テ ッ ク 株 式 会 社 540,000 0.90

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 443,700 0.73

（注）１．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
２．株式会社日本カストディ銀行（信託口）には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式127,000株

および従業員向けRS信託が保有する当社株式225,000株が含まれております。なお、持株比率の計算
上、当信託所有分は自己株式に含んでおりません。

（5）その他株式に関する重要な事項
当社は、2026年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、

同日付で発行可能株式総数が48,000,000株から240,000,000株に、発行済株式の総数が
12,000,000株から60,000,000株になっております。
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責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役全員との間でそれぞれ、会社法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額
は、法令が定める最低責任限度額であります。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及
に係る請求を受けることによって生ずることのある法律上の損害賠償金や争訟費用等を補填す
ることとしております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた
損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は当社ならび
に子会社の取締役（監査等委員を含む）、監査役、執行役員および管理職従業員であり、保険
料は当社が全額負担しております。
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当事業年度における社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 清 水 弘

＜期待される役割に関して行った職務の概要＞
当社の主要顧客である製造業を主たる対象とした戦略系コンサル

ティング業務の豊富な経験と事業戦略に関する高い見識を活かし
た、当社経営に対する中長期的かつ幅広い視点による助言や適切な
監督を行っております。
また、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性を確保す

るため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員長を務めてお
ります。
＜取締役会における出席状況・発言状況＞
当事業年度における取締役会14回の全てに出席し、議案審議等

に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 北 村 正 仁

＜期待される役割に関して行った職務の概要＞
オリンパス株式会社における、経営管理やIT分野に関する豊富な

経験・高い見識とグローバル体制構築の経験を活かした、当社経営
に対する中長期的かつ幅広い視点による助言や適切な監督を行って
おります。
また、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性を確保す

るため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務めており
ます。
＜取締役会における出席状況・発言状況＞
当事業年度における取締役会14回の全てに出席し、議案審議等

に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
（監査等委員） 志 水 直 樹

＜期待される役割に関して行った職務の概要＞
多様な業界における、財務・会計に関する豊富な経験・高い見識

と経営管理における知見を活かした、当社経営に対する中長期的か
つ幅広い視点による助言や適切な監督・監査を行っております。
また、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性を確保す

るため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務めており
ます。
＜取締役会・監査等委員会における出席状況・発言状況＞
当事業年度における取締役会14回および監査等委員会12回の全

てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役
（監査等委員） 三 好 貴 子

＜期待される役割に関して行った職務の概要＞
弁護士として培われた企業法務面での専門的な知見と豊富な経験

を活かした、当社経営に対する中立的および客観的な立場での助言
や適切な監督・監査を行っております。
また、取締役の人事および報酬の決定プロセスの透明性を確保す

るため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務めており
ます。
＜取締役会・監査等委員会における出席状況・発言状況＞
当事業年度における取締役会14回および監査等委員会12回の全

てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 45,000千円
② 当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益

の合計額 57,350千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく
監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合
計金額を記載しております。

2. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、会計監査人の監査計画の内容、監査時間および報酬額の見積等の妥当性を検討した結果、会計監
査人の報酬等につき、会社法第399条第１項および第３項の同意を行っております。

（3）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、米国

公認会計士協会保証業務基準第18号（SOC1）に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保
証報告書作成業務を委託し、対価を支払っております。

（4）子会社の監査に関する事項
当社の子会社であるBusiness Engineering America, Inc.は、当社の会計監査人以外の

監査法人による監査を受けております。

（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合は、監査等

委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人の解任を決定いたします。また、監査等
委員会は、その他重大な支障があると判断したときには、解任または不再任の議案の内容を
決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制についての決定内容および当該体制の運用状況の概要は、次のとおり
であります。

＜決定内容の概要＞
（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 法令等の遵守については、「コンプライアンス行動基準」を定め、コンプライアンスに
関する規範を明確にするとともに、担当セクションとして法務部を置き、その推進のため
の体制整備を図る。

② 取締役は、法令、定款の違反等コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に
は、遅滞なく取締役会および監査等委員会に報告する。

③ 反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を
図る。

④ 財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程

に基づき適正に保存および管理する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 損失の危険を予防するため、「組織・職務権限規程」、「業務統制要領」、「利益管理規
程」、「与信管理規程」などに基づく業務プロセスの統制を実施する。

② 当社および子会社の事業を取り巻くリスクに対して的確な管理・実践を図るため、リス
ク管理委員会の設置を含む「リスク管理規程」に基づき、リスク管理の推進体制を整備す
る。リスク管理委員会は、リスクの把握と対策を検討し、リスクへの対処の指示およびリ
スク管理の状況を確認する。

③ リスクが顕在化するなど、正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、
その事態の早急な収拾と被害の軽減を図るため、リスク管理委員会を緊急対策本部として
編成し、危機管理への対応を行う。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務執行にかかる重要事項については、取締役会において適切かつ十分な審議
を行うとともに、代表取締役、その他の業務執行を担当する取締役、本部長等の職務分掌
を定め、職務執行を効率的に行わせるための体制を確保する。

② 「組織・職務権限規程」、「機能別分掌業務規程」の定めにより、組織機能の分掌、職務
権限の明確化を図り、会社業務全般の円滑かつ効率的、効果的な運営が行われる体制を整
備する。
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（5）使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 法令等の遵守については、規範を明確にするために「コンプライアンス行動基準」を定
め、担当セクションとして法務部を置き、コンプライアンスの推進に取り組む。

② 「内部通報規程」に基づく内部通報制度を整備し、通報者の不利益な取扱いを禁止する
などの通報者保護を図るとともに、不正行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防
止に取り組む。

③ 反社会的勢力との関係断絶の旨「コンプライアンス行動基準」に定め、その体制整備を
図る。

④ 財務報告の信頼性確保にあたり、財務報告に係る内部統制の整備を図る。
⑤ 内部監査組織である監査部は、業務執行全般に対する内部監査を実施する。

（6）企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社の子会社については、「関係会社管理規程」を定め、子会社に関する管理業務の円
滑化と子会社の業務の適正の確保、経営効率の向上を図る。子会社の経営の重要事項につ
いては、当社の承認、当社への報告等を要する。

② グループにおける業務の適正の確保にあたり、必要に応じてグループ会社の役員を派遣
する。

③ 「リスク管理規程」に基づく子会社のリスク管理や、監査部の子会社監査によるリスク
の低減に取り組む。正常な業務運営を阻害する事態が発生した場合においては、案件に応
じた支援を行う。

④ 法令等の遵守については「コンプライアンス行動基準」の遵守を求めるとともに、子会
社におけるコンプライアンスの推進を支援する。

⑤ 「内部通報規程」に基づく内部通報制度の通報者に子会社の職員を含め、子会社の不正
行為等の事前抑止、早期発見、是正および再発防止に取り組む。また、通報者の不利益な
取扱いを禁止するなどの通報者保護を図る。

⑥ 子会社の年度数値目標を策定する。

（7）監査等委員会の職務を補助する使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実
効性の確保に関する事項

① 監査等委員会の事務局は法務部が担当する。
② 監査部は監査等委員会の業務監査を補助する。
③ 法務部の監査等委員会の事務局担当および監査部の人事異動については、監査等委員会
の了承を必要とする。

④ 法務部および監査部の組織変更については、監査等委員会の了承を必要とする。
⑤ 監査等委員会の補助業務の遂行に際し、監査等委員ではない取締役の指揮命令を受けな
い。
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（8）監査等委員ではない取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制ならびに
子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に
報告をするための体制

① 監査等委員は必要に応じて、本部長会議をはじめとする重要な会議に出席する。
② 監査等委員会は定例的な報告事項、各部門の月次報告、月次決算などの報告を受ける。
③ 監査等委員会は取締役より、重要な損害の発生、経営に重要な影響を及ぼす事象の発生
等につき報告を受ける。

④ 監査等委員会は監査部より、当社および子会社の監査計画、監査の結果の報告を受け
る。

⑤ 監査等委員会は子会社の監査役と定期的に情報交換を行う。
⑥ 監査等委員会は内部通報制度の担当者より、当社および子会社の職員から受けた重要な
内部通報の内容について報告を受ける。

⑦ 監査等委員会へ報告を行ったことを理由として、報告を行った者に対して不利益な取扱
いを行うことを禁止する。

（9）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査等委員会は代表取締役社長および監査等委員ではない社外取締役と定期的に意見交
換会を開催する。

② 監査等委員会は会計監査人と定期的に意見交換会を開催する。
③ 監査等委員が職務の執行について費用の請求をしたときは、必要でないと認められた場
合を除き、当該費用を会社が負担する。

＜運用状況の概要＞
当社は、効率的で適正な業務遂行体制の整備に継続的に取り組んでおり、必要に応じて諸規

程や業務の見直しを行うなど、その実効性の向上に努めております。当事業年度における運用
状況の概要は次のとおりであります。
・取締役および従業員に対する「行動規範」と「コンプライアンス行動基準」により、高い倫
理観の醸成と価値観の共有に努めている。これらの浸透と適正な職務の遂行にあたり、各種
教育・研修を実施している。

・社外取締役と常勤監査等委員が出席する取締役会において、経営上の重要事項について十分
な審議を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行っている。また、全取締役の自己
評価に基づく取締役会全体の実効性評価を実施している。

・「リスク管理規程」のもと、特定のリスクに係る各種会議・委員会での対応に加えて、リス
ク管理委員会において当社および子会社の事業に係る総括的なリスクの把握および対応状況
の確認等を行っている。また、昨今の情報セキュリティ脅威の増大を踏まえ、情報セキュリ
ティ対策のさらなる強化に取り組んでいる。
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・財務報告に係る内部統制評価については、社長およびCFOにより承認された年間計画に基
づき評価対象範囲選定、整備状況および運用状況の評価を実施し、評価結果を社長および
CFOに報告している。

・監査部は、監査等委員会、取締役および会計監査人との連携を図るとともに、法令・定款・
諸規程等の遵守状況や業務統制の状況について、当社および子会社の内部監査を適宜実施し
ている。

・監査等委員会は、取締役会や本部長会議等の重要な会議への監査等委員の出席、代表取締役
や社外取締役との定期的な会合、当社および子会社の役員および社員からの報告ならびに会
計監査人や監査部との連携等を通じた情報把握・意見交換を実施しており、監査の実効性の
確保に努めている。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金 12,141,599 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 409,824
受取手形、売掛金及び契約資産 4,416,213 短 期 借 入 金 100,000
仕 掛 品 14,279 未 払 費 用 633,376
そ の 他 647,367 未 払 法 人 税 等 1,049,131
流 動 資 産 合 計 17,219,461 前 受 金 1,647,023

賞 与 引 当 金 723,614
役 員 賞 与 引 当 金 51,800

固 定 資 産 従 業 員 株 式 報 酬 引 当 金 97,413
有 形 固 定 資 産 品 質 保 証 引 当 金 4,290
建 物 72,194 そ の 他 680,163
工 具、 器 具 及 び 備 品 101,104 流 動 負 債 合 計 5,396,639
有 形 固 定 資 産 計 173,299

固 定 負 債
役 員 株 式 給 付 引 当 金 58,134

無 形 固 定 資 産 固 定 負 債 合 計 58,134
ソ フ ト ウ ェ ア 2,116,897
そ の 他 3,783 負 債 合 計 5,454,773
無 形 固 定 資 産 計 2,120,681 純 資 産 の 部

株 主 資 本
投 資 そ の 他 の 資 産 資 本 金 697,600
投 資 有 価 証 券 932,049 資 本 剰 余 金 565,273
敷 金 308,005 利 益 剰 余 金 15,293,148
繰 延 税 金 資 産 513,193 自 己 株 式 △440,171
そ の 他 264,943 株 主 資 本 合 計 16,115,850
貸 倒 引 当 金 △5,499 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
投 資 そ の 他 の 資 産 計 2,012,692 その他有価証券評価差額金 △1,650
固 定 資 産 合 計 4,306,672 為 替 換 算 調 整 勘 定 △42,838

その他の包括利益累計額合計 △44,489
純 資 産 合 計 16,071,360

資 産 合 計 21,526,134 負 債 純 資 産 合 計 21,526,134
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 24,442,721
売 上 原 価 13,286,482

売 上 総 利 益 11,156,238
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,744,450

営 業 利 益 6,411,787
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,619
受 取 配 当 金 30,983
為 替 差 益 2,517
そ の 他 1,298 39,418

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,712
支 払 手 数 料 10,000
そ の 他 2,100 15,813

経 常 利 益 6,435,392
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 239,012 239,012
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 6,674,405
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,740,080
法 人 税 等 調 整 額 43,536 1,783,617
当 期 純 利 益 4,890,788
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,890,788

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 697,600 565,273 12,034,324 △81,277 13,215,919
当期変動額
剰余金の配当 △1,631,963 △1,631,963
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,890,788 4,890,788

自己株式の取得 △358,894 △358,894
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） −

当期変動額合計 − − 3,258,824 △358,894 2,899,930
当期末残高 697,600 565,273 15,293,148 △440,171 16,115,850

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計
当期首残高 213,406 △44,799 168,607 13,384,526
当期変動額
剰余金の配当 △1,631,963
親会社株主に帰属する
当期純利益 4,890,788

自己株式の取得 △358,894
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △215,056 1,960 △213,096 △213,096

当期変動額合計 △215,056 1,960 △213,096 2,686,833
当期末残高 △1,650 △42,838 △44,489 16,071,360
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 ２社
連結子会社の名称
ビジネスシステムサービス株式会社
Business Engineering America, Inc.

（2）非連結子会社の名称等
非連結子会社の名称
Toyo Business Engineering（Thailand）Co., Ltd.
Toyo Business Engineering Holding（Thailand）Co., Ltd.
Toyo Business Engineering Singapore Pte. Ltd.
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司
PT. Toyo Business Engineering Indonesia

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社５社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた
めであります。

２. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
非連結子会社及び関連会社の名称
非連結子会社
Toyo Business Engineering（Thailand）Co., Ltd.
Toyo Business Engineering Holding（Thailand）Co., Ltd.
Toyo Business Engineering Singapore Pte. Ltd.
畢恩吉商務信息系統工程（上海）有限公司
PT. Toyo Business Engineering Indonesia

持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社５社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、Business Engineering America, Inc.の決算日は、12月31日であります。連結計算

書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引について
は、連結上必要な調整を行っております。
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４. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっ

ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

っております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、建物附属設備のうち2016年４月１日以降に取得したものについ
ては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３〜18年
工具、器具及び備品 ２〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（主に５年）に基づく定

額法によっております。
販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間（３年）における見込販売数量及び見込販売収益

に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上し
ております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金
役員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 品質保証引当金
客先納入後の品質保証等の費用の支出に備えるため、実績率に基づき算出した発生見込額を計上して

おります。また、品質確保に際し、個別に見積可能な費用については発生見込額を見積計上しておりま
す。

⑤ 受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、進行中の案件のうち当連結会計年度において損失が発生す

ると見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積可能なものについては、翌連結会計年度以降の損失見積
額を計上しております。
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⑥ 役員株式給付引当金
「株式交付規程」に基づく当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）への当

社株式の交付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。

⑦ 従業員株式報酬引当金
「従業員向け株式交付規則」に基づく当社の従業員及び当社子会社であるビジネスシステムサービス

株式会社の従業員への将来の株式給付に備えるため、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の
支給見込額のうち当連結会計年度末までに発生していると認められる額を計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
①受注案件
受注案件については、顧客との請負契約や準委任契約に基づき、他社開発ERPパッケージ製品や自

社開発ERPパッケージ製品を利用し、顧客の情報システムの設計、開発や導入を支援する履行義務を
負っています。
上記に係る収益は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、

財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて顧客に支配が移転しているものと考え
られることから、一定期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定
は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、原価総額の見積りに占める割合に基づいて行ってお
ります。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることはできないが、発生する原価を回
収することが見込まれる場合は原価回収基準にて収益を認識しております。
②ライセンス販売
自社開発ERPパッケージ製品のライセンス販売については、ライセンス販売契約に基づき、ライセ

ンスを供与する履行義務を負っています。
上記に係る収益は、使用権の場合には、顧客に納入し、顧客が受領を確認した時点で支配が顧客に

移転したと判断し、収益を認識しております。また、アクセス権の場合には、履行義務を充足するに
つれて顧客が便益を享受することから、顧客との契約期間に基づき一定期間にわたり収益を認識して
おります。
③保守サービス
保守サービスについては、顧客との保守サービス契約に基づいて保守サービスを提供する履行義務

を負っています。
上記に係る収益は、顧客との保守サービスの提供期間に応じて、履行義務を充足するにつれて顧客

が便益を享受することから、一定の期間にわたり収益を認識しております。
④商品の販売
商品の販売については、顧客との販売契約に基づき、ハードウェアやソフトウェアを引き渡す履行

義務を負っています。
上記に係る収益は、顧客に商品を引き渡し、顧客が受領を確認した時点で支配が顧客に移転したと

判断し、収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．進捗度に基づく収益認識
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 7,219千円

(注)当連結会計年度末において進捗中の案件につき、計上した金額であります。
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識してお
り、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる場合には、進捗度に基づき収益を認識
しております。
進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、原価総額の見積りに占める割合に基づい

て行っております。
進捗度に基づく収益計上の基礎となる原価総額の見積りはプロジェクトごとに行っております。各プロ

ジェクトは顧客の重要な基幹システムの構築等を請け負うことになり、特に顧客のニーズの多様化に応え
るため、原価総額の見積りの基礎となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴っております。
原価総額の見積りはプロジェクトの進行に応じて適宜見直しが行われ、原価総額の見積り時点では予見

できなかった仕様変更や納期変更等により、原価総額の変更が発生し、その結果進捗度が変動する可能性
があり、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

２．受注損失引当金
（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 −千円
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

受注案件に係る将来の損失に備えるため、進行中のプロジェクトのうち翌連結会計年度以降に損失の発
生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積可能なものについては、翌連結会計年度以降の損失見積額
を受注損失引当金として計上しております。
受注損失引当金の見積りにおいては、原価総額が受注金額を上回ると予想される場合、受注損失引当金

を計上しております。
しかしながら、仕様変更や納期変更等により、原価総額の変更が発生し、追加引当が発生する可能性が

あり、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
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（追加情報）
（役員向け株式交付信託）
当社は、2023年度より、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対し、信

託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」という。)を導入しております。

１．取引の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」という。）が当社の普通株式

（以下「当社株式」という。）を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が
本信託を通じて各取締役に対して交付されるという株式報酬制度です。
なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。
信託期間は、2023年８月から2026年８月までの約３年間とします。ただし、信託期間の延長を行うこと

があります。

２．信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度80,682千円及び
127,000株、当連結会計年度80,682千円及び127,000株であります。
当社は、2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており

ます。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、当該自己株式数を算定しております。

（従業員向けＲＳ信託）
当社は、2025年度より、当社の従業員及び当社子会社であるビジネスシステムサービス株式会社の従業

員（以下総称して、「従業員」という。）を対象とする従業員向けインセンティブ・プラン（以下「本制度」
といい、本制度導入のために設定される信託を「本ＲＳ信託」といいます。）を導入しております。
本制度は、従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し、経営参画意

識を持たせ、当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、従業員エンゲージメントの向上、従業員の
リテンション強化及び当社の中長期的な企業価値向上を図ること、並びに、従業員に交付する株式に退職す
るまでの間の譲渡制限を付することにより株式交付後においても企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを与えることを目的としております。

１．取引の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として本ＲＳ信託を設定し、本ＲＳ信託が当社普通株式（以下「当

社株式」といいます。）の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイント
に基づき、本ＲＳ信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランです。当該ポイントは、当社が
定める株式交付規則に従って、従業員の役職等に応じて付与されるものであり、各従業員に交付される当社
株式の数は、付与されるポイント数により定まります。また、交付される当社株式については、当社と各従
業員との間で譲渡制限契約を締結することにより退職までの譲渡制限を付すものといたします。

２．信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当連結会計年度の当該株式の帳簿価額及び株式数は、358,894千円及び
225,000株であります。
当社は、2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており

ます。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、当該自己株式数を算定しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以
下のとおりであります。
売掛金 4,195,111千円
契約資産 221,102千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 568,025千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 12,000,000 48,000,000 − 60,000,000
（注）変動事由の概要

増加数の内訳は、次のとおりであります。
株式分割による増加 48,000,000株

2. 自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 25,668 327,672 − 353,340
（注）変動事由の概要

増加数の内訳は、次のとおりであります。
自己株式取得による増加 45,000株
株式分割による増加 282,672株

2026年05月14日 16時57分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 49 ―

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年６月20日
定時株主総会 普通株式 695,984 58 2025年３月31日 2025年６月23日

2025年11月７日
取締役会 普通株式 935,979 78 2025年９月30日 2025年12月２日
（注）1.2025年６月20日定時株主総会決議の配当金の総額には役員向け株式交付信託が保有する当社株式に

対する配当金1,473千円が含まれております。
2.2025年11月７日取締役会決議の配当金の総額には役員向け株式交付信託が保有する当社株式に
対する配当金1,981千円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年６月19日の定時株主総会に、次のとおり付議する予定です。

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年６月19日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,559,965 26 2026年３月31日 2026年６月22日
(注)配当金の総額には役員向け株式交付信託及び従業員向けＲＳ信託が保有する当社株式に対する配当金9,152

千円が含まれております。
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（金融商品に関する注記）
１.金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定して行い、また、資金調達については銀行借
入により行う方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

２.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（(注２)を参照ください。）

（単位：千円）
項 目 連結貸借対照表

計上額 時価 差 額

（1）投資有価証券
その他有価証券 426,564 426,564 −

（2）敷金 308,005 171,923 △136,081
（注）1.現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、短期借入

金は、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略し
ております。

2.市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。
当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：千円）
区分 当連結会計年度末

非上場株式 505,485

3.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
（単位：千円）

区分 1年以内 １年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 12,141,599 − − −
受取手形、売掛金及び契約資産 4,416,213 − − −
敷金 − 12,988 − 295,016

合計 16,557,813 12,988 − 295,016
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 426,564 − − 426,564
資産計 426,564 − − 426,564

(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている

ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
敷金 − 171,923 − 171,923

資産計 − 171,923 − 171,923
(注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金
敷金の時価は、合理的に見積もった返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フローを

国債の利回り等適切な利率を基に割引現在価値法で算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

2026年05月14日 16時57分 $FOLDER; 51ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 52 ―

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
報告セグメント

ソリューショ
ン プロダクト システム

サポート 計

mcframeライセンス 41,051 6,143,566 − 6,184,618
システムインテグレーション及び
その他サービス 15,541,283 2,265,112 451,706 18,258,103

顧客との契約から生じる収益 15,582,335 8,408,679 451,706 24,442,721

その他の収益 − − − −

外部顧客への売上高 15,582,335 8,408,679 451,706 24,442,721

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「４．会計方針に関する事項 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,891,015
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,195,111
契約資産（期首残高） 386,371
契約資産（期末残高） 221,102
契約負債（期首残高） 1,459,850
契約負債（期末残高） 1,647,023
契約資産は、主に設計、開発、導入案件において、進捗度に基づいて認識した収益と原価回収基準

にて認識した収益にかかる未請求売掛金であります。契約資産は顧客の検収時に売上債権へ振りかえ
られます。
契約負債は、主に設計、開発、導入案件及びシステムの運用・保守における顧客からの前受金であ

ります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
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（2）残存履行義務に配分した取引価格
残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

(単位：千円)
当連結会計年度

１年以内 7,403,254
１年超 120,013

計 7,523,268

（１株当たり情報に関する注記）
１.１株当たり純資産額 269円44銭
２.１株当たり当期純利益 81円78銭
（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎

親会社株主に帰属する当期純利益 4,890,788千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 4,890,788千円
普通株式の期中平均株式数 59,804,289株

株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託及び従業員向けRS信託に残存
する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式
に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含
めております。
１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、195,711株であり、

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、352,000株であります。
当社は、2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行って

おります。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、当該自己株式数を算定しており
ます。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 流 動 負 債
現 金 及 び 預 金 12,115,884 買 掛 金 825,553
受取手形、売掛金及び契約資産 4,279,154 短 期 借 入 金 100,000
仕 掛 品 14,505 未 払 金 582,387
前 渡 金 419,213 未 払 費 用 561,093
前 払 費 用 175,924 未 払 法 人 税 等 984,994
短 期 貸 付 金 271,830 前 受 金 1,627,024
そ の 他 43,719 預 り 金 2,027,774
貸 倒 引 当 金 △228,105 賞 与 引 当 金 580,280

流 動 資 産 合 計 17,092,125 役 員 賞 与 引 当 金 51,800
従 業 員 株 式 報 酬 引 当 金 83,401
品 質 保 証 引 当 金 4,290

固 定 資 産 流 動 負 債 合 計 7,428,600
有 形 固 定 資 産
建 物 64,074 固 定 負 債
工 具、 器 具 及 び 備 品 96,709 役 員 株 式 給 付 引 当 金 58,134

有 形 固 定 資 産 計 160,784 固 定 負 債 合 計 58,134
負 債 合 計 7,486,734

無 形 固 定 資 産 純 資 産 の 部
ソ フ ト ウ ェ ア 2,140,132 株 主 資 本
そ の 他 3,783 資 本 金 697,600

無 形 固 定 資 産 計 2,143,916 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金 426,200

投 資 そ の 他 の 資 産 そ の 他 資 本 剰 余 金
投 資 有 価 証 券 932,049 自 己 株 式 処 分 差 益 139,073
出 資 金 55,965 資 本 剰 余 金 合 計 565,273
関 係 会 社 株 式 179,255
関 係 会 社 出 資 金 30,000 利 益 剰 余 金
敷 金 280,464 利 益 準 備 金 8,100
繰 延 税 金 資 産 552,969 そ の 他 利 益 剰 余 金
そ の 他 49,068 繰 越 利 益 剰 余 金 13,155,213
貸 倒 引 当 金 △5,499 利 益 剰 余 金 合 計 13,163,313

投 資 そ の 他 の 資 産 計 2,074,272 自 己 株 式 △440,171
固 定 資 産 合 計 4,378,973 株 主 資 本 合 計 13,986,014

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金 △1,650

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △1,650
純 資 産 合 計 13,984,364

資 産 合 計 21,471,099 負 債 純 資 産 合 計 21,471,099
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 23,907,596
売 上 原 価 13,575,431

売 上 総 利 益 10,332,165
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,402,916

営 業 利 益 5,929,249
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 48,916
為 替 差 益 19,708
そ の 他 1,298 69,922

営 業 外 費 用
支 払 利 息 43,007
支 払 手 数 料 10,000
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 47,138
そ の 他 1,534 101,680

経 常 利 益 5,897,490

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 239,012 239,012
税 引 前 当 期 純 利 益 6,136,503
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,578,931
法 人 税 等 調 整 額 27,668 1,606,599
当 期 純 利 益 4,529,904

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金 資本剰余金

合 計
利 益
準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合 計自 己 株 式
処分差益

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 697,600 426,200 139,073 565,273 8,100 10,257,272 10,265,372
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △1,631,963 △1,631,963
当期純利益 4,529,904 4,529,904
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）
事業年度中の変動額合計 − − − − − 2,897,940 2,897,940
当期末残高 697,600 426,200 139,073 565,273 8,100 13,155,213 13,163,313

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △81,277 11,446,968 213,406 213,406 11,660,374
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △1,631,963 △1,631,963
当期純利益 4,529,904 4,529,904
自己株式の取得 △358,894 △358,894 △358,894
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

− △215,056 △215,056 △215,056

事業年度中の変動額合計 △358,894 2,539,046 △215,056 △215,056 2,323,989
当期末残高 △440,171 13,986,014 △1,650 △1,650 13,984,364
（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によって
おります。

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ
ております。

２. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、建物附属設備のうち2016年４月１日以降に取得したものについて
は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３〜18年
工具、器具及び備品 ２〜20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（主に５年）に基づく定額

法によっております。
販売目的のソフトウェアについては、見込有効期間（３年）における見込販売数量及び見込販売収益に

基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上してお
ります。

３. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）役員賞与引当金
役員に支給すべき賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（4）品質保証引当金
客先納入後の品質保証等の費用の支出に備えるため、実績率に基づき算出した発生見込額を計上してお

ります。また、品質確保に際し、個別に見積可能な費用については発生見込額を見積計上しております。

2026年05月14日 16時57分 $FOLDER; 57ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 58 ―

（5）受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、進行中の案件のうち当事業年度において損失が発生すると見

込まれ、かつ、その金額を合理的に見積可能なものについては、翌事業年度以降の損失見積額を計上して
おります。

（6）役員株式給付引当金
「株式交付規程」に基づく当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）への当社株
式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

（７）従業員株式報酬引当金
「従業員向け株式交付規則」に基づく当社の従業員への将来の株式給付に備えるため、従業員に割り当て
られたポイントに応じた株式の支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上
しております。

４. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する時点(収益を認識する時点)は以下のとおりであります。
（1）受注案件

受注案件については、顧客との請負契約や準委任契約に基づき、他社開発ERPパッケージ製品や自社開発
ERPパッケージ製品を利用し、顧客の情報システムの設計、開発や導入を支援する履行義務を負っています。
上記に係る収益は、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又は

サービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて顧客に支配が移転しているものと考えられることか
ら、一定期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末
日までに発生した原価が、原価総額の見積りに占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充
足に係る進捗度を合理的に見積ることはできないが、発生する原価を回収することが見込まれる場合は原価
回収基準にて収益を認識しております。

（2）ライセンス販売
自社開発ERPパッケージ製品のライセンス販売については、ライセンス販売契約に基づき、ライセンスを

供与する履行義務を負っています。
上記に係る収益は、使用権の場合には、顧客に納入し、顧客が受領を確認した時点で支配が顧客に移転し

たと判断し、収益を認識しております。また、アクセス権の場合には、履行義務を充足するにつれて顧客が
便益を享受することから、顧客との契約期間に基づき一定期間にわたり収益を認識しております。

（3）保守サービス
保守サービスについては、顧客との保守サービス契約に基づいて保守サービスを提供する履行義務を負っ

ています。
上記に係る収益は、顧客との保守サービスの提供期間に応じて、履行義務を充足するにつれて顧客が便益

を享受することから、一定の期間にわたり収益を認識しております。
（4）商品の販売

商品の販売については、顧客との販売契約に基づき、ハードウェアやソフトウェアを引き渡す履行義務を
負っています。
上記に係る収益は、顧客に商品を引き渡し、顧客が受領を確認した時点で支配が顧客に移転したと判断

し、収益を認識しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．進捗度に基づく収益認識
（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額 7,219千円

(注)当事業年度末において進捗中の案件につき、計上した金額であります。
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1)の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）１．進捗度に基づ
く収益認識」の内容と同一であります。

２．受注損失引当金
（1） 当事業年度の計算書類に計上した金額 −千円
（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

（1）の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）２．受注損失
引当金」の内容と同一であります。

（追加情報）
（役員向け株式交付信託）

当社は、2023年度より、当社の取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対し、
信託を用いた株式報酬制度（以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度に関する注記については、連結計算書類「連結注記表(追加情報)」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（従業員向けＲＳ信託）
当社は、2025年度より、当社の従業員及び当社子会社であるビジネスシステムサービス株式会社の従業

員（以下総称して、「従業員」という。）を対象とする従業員向けインセンティブ・プラン（以下「本制度」
といい、本制度導入のために設定される信託を「本ＲＳ信託」といいます。）を導入しております。
本制度に関する注記については、連結計算書類「連結注記表(追加情報)」に同一の内容を記載しているた

め、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）
１．受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ以
下のとおりであります。
売掛金 4,078,419千円
契約資産 200,734千円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 525,919千円

３. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務
（1）短期金銭債権 291,319千円
（2）長期金銭債権 8,787千円
（3）短期金銭債務 2,465,997千円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
営業取引による取引高

（1）売上高 311,457千円
（2）仕入高 2,413,158千円
営業取引以外の取引による取引高 177,297千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 353,340株
(注)当事業年度末日の自己株式数には役員向け株式交付信託が保有する当社株式127,000株及び
従業員向けＲＳ信託が保有する当社株式225,000株が含まれております。

（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

賞与引当金 182,904千円
貸倒引当金 71,898千円
従業員株式報酬引当金 26,288千円
役員株式給付引当金 18,323千円
品質保証引当金 1,352千円
関係会社株式評価損 47,287千円
投資有価証券評価損 3,152千円
固定資産償却超過額 114,118千円
未払事業税 68,368千円
その他有価証券評価差額金 1,384千円
その他 17,891千円

繰延税金資産合計 552,969千円

繰延税金資産純額 552,969千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等 （単位：千円）

種類 会社等の名称 議決権等の所有割合
（％） 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

（注2） 科目 期末残高

子会社
ビジネスシス
テムサービス
㈱

100.0
運用・保守
サービスの提供
役員の兼任

システム運用・保守
等の受託（注1） 16,477

受取手形、
売掛金及び
契約資産

4,010

システム運用・保守
等の委託（注1） 2,181,113 買掛金 439,085

未払金 22,528
資金の預り
（注3・4） 349,294 預り金 1,976,664

子会社

Business
Engineering
America,
Inc.

100.0 自社製品の
ライセンス販売

自社製品のライセン
ス販売(注1) 17,349

受取手形、
売掛金及び
契約資産

539

自社製品のライセン
スの保守等の委託
(注1)

613 買掛金 −

資金の貸付(注5) 62,488 短期貸付金 271,830
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 価格その他の取引条件は、市場価格、総原価等を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上、

一般取引先と同様に決定しております。
2. 記載金額のうち、取引金額は消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。
3. 資金の預りは、期中においては資金の預りと返還が反復的に行われるため、取引金額については、

期首と期末における預り金残高の純増減額を記載しております。
4. 資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
5. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を決定しております。なお、担保は受け入れてお

りません。
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（収益認識に関する注記）
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１. １株当たり純資産額 234円45銭
２. １株当たり当期純利益 75円75銭
（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎

当期純利益 4,529,904千円
普通株式に係る当期純利益 4,529,904千円
普通株式の期中平均株式数 59,804,289株
株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託及び従業員向けRS信託

に残存する自社の株式は、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する
自己株式に含めており、また、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己
株式数に含めております。
１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、195,711株であり、

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、352,000株であります。
当社は、2026年１月１日を効力発生日として、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行って

おります。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、当該自己株式数を算定しており
ます。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月11日
ビジネスエンジニアリング株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向 出 勇 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 萩 原 靖 之

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ビジネスエンジニアリング株式会社の２０２５

年４月１日から２０２６年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ビジネスエンジニアリング株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月11日
ビジネスエンジニアリング株式会社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 向 出 勇 治

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 萩 原 靖 之

監査意見
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ビジネスエンジニアリング株式会社の２

０２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第４７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第47期事業年度における取締役の職務の

執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有
限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社

の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関す
る事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業
所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制
を含め、指摘すべき事項は認められません。

（2）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月11日

ビジネスエンジニアリング株式会社 監査等委員会
監 査 等 委 員（社外取締役） 志 水 直 樹 ㊞
監 査 等 委 員（社外取締役） 三 好 貴 子 ㊞
常勤監査等委員 大 塚 博 文 ㊞

以 上
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